
 

 

 

 

入院患者様への面会について 

 

入院患者様への面会は、【カラー面会許可証】が必要となり、以下の「面会ルール」

に則り面会をしていただきますようご理解・ご協力を宜しくお願い致します。 

皆様のご協力により、入院患者様が安心して療養・治療がおこなえていますことを感

謝申し上げます。 

◆【カラー面会許可証】について◆ 

入院時に【カラー面会許可証】を 1 患者様につき 2 つお渡しします。 

面会時には、忘れずに持参をして下さい。 

 

※イメージ（色は 3 種類あります。） 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆「面会ルール」について◆ 

1．面会者 

家族（高校生以上）または、キーパーソンの方で、【カラー面会許可証】を持参した方。 

※キーパーソンではない、ご友人・職場等の方はご遠慮下さい。 

 

2．面会回数・人数・面会時間 

患者様 1 名につき 1 日 1 回・2 名まで・15 分程度。 

 

3．面会可能時間 

13：00～20：00（※当院より来院をお願いした場合は、左記の限りではありません。） 

 

4．面会場所 

①個室入院の患者様 ：個室内 

②大部屋入院の患者様：入院病棟のデイルーム 

※上記以外の場所での面会は禁止です。また、面会中の飲食も禁止です。 
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5．面会に関する注意点 

（1）面会者様は、来院前にご自分の体調不良がないかを確認して下さい。 

※発熱・咳・のどの痛みなどの感冒症状がある・あった場合、または、他者へ感染させる恐れ

のある感染症罹患中の面会はご遠慮下さい。 

 

（2）来院時に不織布マスク着用の確認と【カラー面会許可証】を首から掛けて下さい。 

 

（3）面会前に必ず入院患者様のナースステーションに声を掛けて下さい。 

※【カラー面会許可証】・面会者数・体調・不織布マスクの着用を確認させていただきます。 

 

（4）退院される場合は、【カラー面会許可証】は病棟看護師に返却をして下さい。 

 

（5）院内感染対策として隔離が必要な場合は、原則、隔離解除までは面会禁止です。 

※隔離解除になった場合は、主治医もしくは看護師よりご連絡させていただきます。 

 

（6）その時の感染症の流行状況により面会制限をさせていただく場合があります。面

会制限を実施する時は、当院ホームページにてアナウンスをしますので、来院前にホー

ムページの確認、もしくは電話にてご確認下さい。 

 

 

病院内での不織布マスク着用のお願い 
安心・安全な病院機能を維持するために、入院患者様にも 

不織布マスクの着用をお願いしております。（※6 歳以上・医学的問題がない方が対象。） 

病室から出られる時は、必ずマスク着用の確認をお願いします。 

ご家族様・キーパーソンの方は、入院時に不織布マスクのご準備をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                   
                       
                       
                         

                                            

                     
              

        

                                      


